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(1) 実施主体
通常枠 ： ①合計で年間20戸以上の新築木造住宅を建設する工務店等のグループ

　 ②単独で年間20戸以上の新築木造住宅を建設する工務店等
チャレンジ枠 ： 県産材利用率50％以上を目指す単独の工務店等
※いずれも、県と「県産材製品の利用強化に関する協定」を締結する必要があります。

(2) 補助の条件
下記の①及び②をいずれも満たすこと
①次の条件を満たす新築住宅を県内に建築すること

1)住宅の用途が戸建注文・戸建建売・戸建貸家・住宅兼店舗・長屋建住宅等であること
2)主要構造材(柱・梁・桁)には県産ＪＡＳ認証製品等が使用されていること
3)県産材利用率が所定の基準を満たしていること

通常枠 ： 74%以上
チャレンジ枠 ： 50%以上
※県産材利用率[％]＝県産材利用量[㎥]÷(延床面積[㎡]×0.16[㎥/㎡])　※小数点以下切り捨て

4)
5)完成した住宅の書類審査を同期間内に受けること

②木材使用量を基に戸別に二酸化炭素固定量を算出し、施主に対して認証書を発行すること

(3) 補助率及び補助枠
通常枠 ：定額 15万円／１戸当たり ・・・ 260戸
チャレンジ枠 ：定額  7万円／１戸当たり ・・・  60戸

(4) 事業の詳細及び申請書のダウンロード
美の国あきたネット(秋田県公式サイト)からダウンロードできます。
　→ https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80886
トップページの検索ウインドウでコンテンツ番号「80886」を検索してください。
(右下のQRコードからもアクセスできます。)

支 援 内 容 等

検査済証の発行年月日が「令和７年３月22日～令和８年２月28日」の期間内であること

令和７年度 あきた材県内住宅販路強化事業

事業概要

　県産材の利用拡大を図るため、県内の住宅建築において県産材を所定の割合以上使用する
とともに、二酸化炭素固定量認証書の発行を通じて県産材の利用拡大に取り組む工務店グ
ループ等に対して支援します。

木造住宅に住むことは

炭素の長期貯蔵にも

つながるよ！
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○ 問い合わせ先(事業全般)、協定締結申込先、補助金(チャレンジ枠)の申請先
秋田県農林水産部 林業木材産業課 木材利用推進チーム (担当：田口)
〒010-8570　秋田市山王４丁目1-1　　TEL：018-860-1915

○ 補助金(通常枠)の申請先
【所管地域：鹿角市・小坂町】
鹿角地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒018-5201　鹿角市花輪字六月田1　　TEL：0186-23-2275

【所管地域：大館市・北秋田市・上小阿仁村】
北秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒018-3393　北秋田市鷹巣字東中岱76-1　　TEL：0186-62-1445

【所管地域：能代市・藤里町・三種町・八峰町】
山本地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒016-0815　能代市御指南町1-10　　TEL：0185-52-2181

【所管地域：秋田市・男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村】
秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒010-0951　秋田市山王四丁目1-2　　TEL：018-860-3381

【所管地域：由利本荘市・にかほ市】
由利地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒015-8515　由利本荘市水林366　　TEL：0184-22-8351

【所管地域：大仙市・仙北市・美郷町】
仙北地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒014-0062　大仙市大曲上栄町13-62　　TEL：0187-63-6113

【所管地域：横手市】
平鹿地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒013-8502　横手市旭川一丁目3-41　　TEL：0182-32-9505

【所管地域：湯沢市・羽後町・東成瀬村】
雄勝地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム
〒012-0857　湯沢市千石町二丁目1-10　　TEL：0183-73-5112

○ 完成した住宅の書類審査等の申請先　※事務委託団体

秋田県木材産業協同組合連合会 (担当：嵯峨)
〒010-0003　秋田市東通２丁目7-35　　TEL：018-837-8091
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